
今後の予定について 

本地区の事業の推進にあたりましては、皆様の御理解と御協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

また、６月から７月にかけて行った換地計画の個別説明会及び縦覧には、大変お忙しい中多数の方

にお越しいただきありがとうございました。今回の区画整理だよりでは、今後の予定についてお知ら

せします。 

 

 

 

 

令和6年8月
予定

令和6年10月
予定

換地計画の決定

換地処分通知の発送

　　住所変更のお知らせの冊子を関係者の皆様に発送します。

　　保留地購入された方には別途お知らせを送付いたします。

・換地処分通知は大変重要な書類で
す。

　再発行はできませんので、お手元に届きましたら大切に
保管してください。

　権利者の皆様へ郵便配達証明で発送しますので、受け
取りにはサイン又は押印が必要となります。

・県知事から換地計画の認可申請を受け
ます。

・

・
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換地処分
公告後開始

令和7年夏頃 ・清算金の徴収、交付を開始します。

・市が土地、建物の登記等を法務局に申
請します。

清算金の徴収・交付

　　清算金決定通知書を関係権利者の皆様に送付します。

土地・建物の登記

換地処分の公告令和7年1月末
頃予定

・県知事による換地処分の公告が行われ
ます。
・公告の翌日に、従前の土地の権利は換
地に移行します。
・住所についても公告の翌日から変更に
なります。

・

 

 

 

 

 

今後、鶴ヶ島市から換地処分通知及び清算金について等の大事な書類をお送りしますの

で、住所が変更になった場合は、区画整理課まで御連絡お願いいたします。 

【連絡先】 

鶴ヶ島市   都市整備部  区画整理課 事業担当 

電  話 ０４９－２７１－１１１１ Ｆ Ａ Ｘ ０４９－２７１－１１９０ 

Ｅメール 10 60 0 06 0 @c i t y . t su ruga sh im a . l g . j p  

 

 

 

 

 

 

 

◎お 問 合 せ 先 

鶴ヶ島市   都市整備部  区画整理課 

鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１ 

電  話 ０４９－２７１－１１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４９－２７１－１１９０ 

Ｅメール 10600060@city.tsurugashima.lg.jp   

住所が変更になった方へ 


